
新型コロナワクチンの接種を受けた方へ
～接種後（特に接種直後～数日間）は体調に注意しましょう～

ワクチン接種・調整担当

２回目

ワクチンの接種を受けた日の注意点

○ 激しい運動は控えてください
○ 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、
注射した部分は強くこすらないようにしましょう。

上記のような症状の大部分は数日以内に回復します。もし、症状が何日も続いたり、
いつもと違う体調の変化や異常があれば、接種を受けた医療機関やかかりつけ医、または、
県の専門相談窓口へ相談してください。
（県の専門相談窓口の詳細は裏面をご確認ください。）
ひどい痛み・腫れ、高熱など重い症状と思われる場合は、医師の診察を受けてください。

また、ごくまれですが、軽症の心筋炎・心膜炎を発症した例が報告されています。
ワクチン接種後、数日以内に、胸痛、動悸、息切れ等の症状があれば、医療機関を受診し、
ワクチン接種を受けたことを伝えてください。

接種後、すぐに現れる可能性のある症状について

接種後、数日内に現れる可能性のある症状について

・皮膚のかゆみ

・じんましん

など

・腹痛、吐き気
など

・声のかすれ
・くしゃみ
・のどのかゆみ
・息苦しさ
など

・視覚の異常・顔が青白くなる
・意識がもうろうとする
など

ワクチン接種直後 から接種後３０分以内に以下の症状が現れた場合、ショック、
アナフィラキシーの疑いがあります。

吐き気、嘔吐

筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ

接種部位の痛み、疲労、頭痛50％以上

10 – 50％

1-10％

ワクチン接種はこれで終了となります。
接種後は、１回目と同様に体調の変化がないか注意してください。

○ 疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の方が、頻度が高くなる症状もあります。



◎ 新型コロナワクチンに関する相談先の一覧

◎ 予防接種健康被害救済制度について
新型コロナワクチンの接種により、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済（医療費・

障害年金等の給付）を受けることができます。申請に必要となる手続き等については、健康増進課ワク

チン接種・調整担当（℡：774-1411）にご相談ください。

審査の上、認定された場合に給付されます。

ワクチンの接種を受けた後も
マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

ワクチンの接種を受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されて

いますが、他の方への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。また、ワクチン

接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワ

クチンを受けた方も受けていない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。

気になる症状
深刻な症状が出たら

接種の受けた医療機関にご相談ください
※ 休日・夜間などで急を要する場合は、以下の埼玉県新型コロナワクチン専
門相談窓口にお問い合わせください。

埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口

（24時間 土日祝日も対応）

上尾市における
ワクチン接種全般に
関するお問い合わせ

上尾市新型コロナウイルスワクチン接種
コールセンター

（9時～17時 土日祝日も対応）

「３つの密」の回避 マスクの着用 石けんによる手洗い 手指消毒

ワクチン接種全般に
関するお問い合わせ

厚生労働省
新型コロナワクチンコールセンター

（9時～21時 土日祝日も対応）


